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【刑  法  問題】  

 

  

次の文章を読んで、［設問］に答えなさい。  

 

暴力団組長甲は、配下の組員乙に対し、敵対する暴力団の組員であるＡを殺害

するよう指示し、乙がこれを了承した。乙は、Ａを路上に停車中の普通乗用自動

車内に誘い入れ、助手席に座ったＡに対し、包丁で左胸部を突き刺し、その場で

Ａを殺害した。その後、乙は、助手席のＡの遺体上に上着をかぶせて外から見え

ないようにした。乙は、同車を発進させ、約２０キロメートル離れた駐車場に同

車を駐車させ、Ａの遺体の上にレジャーシートをかぶせて外から見えないように

し、同車を降りて付近で野宿をしつつ、時々同車に戻って遺体の様子を確認する

などした。上記殺害の３日後、同車内において、Ａが使用していたバッグを開け

たところ、中に現金１０万円が入っているのを見つけたため、生活費等欲しさに

これを取得した。  

 

［設問］  

 甲および乙の罪責について論じなさい（特別法違反の点を除く）。  
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２０１７年度Ｃ日程入試〔刑法〕出題趣旨・解説・講評 
 
【出題趣旨】 
 本問は、乙が、甲の指示に従ってＡを自動車内で殺害した後、Ａの遺体とともに同車で

約２０キロメートル離れた場所まで移動し、殺害の３日後に同車内においてＡの現金１０

万円を取得したという事例について、甲乙それぞれの罪責を検討させることにより、刑法

についての基本的知識と理解を問うものである。 
 
【解 説】 
１ 乙の罪責 
  まず、乙がＡを殺害した行為について、殺人罪（刑法〔以下省略〕１９９条）が成立

することを簡潔に示す必要がある。また、乙がＡの遺体を自動車で約２０キロメートル

移動させて同車内に隠した行為について、死体遺棄罪（１９０条）が成立することも簡

潔に示すことが望ましい。 
 本問の主要な論点は、Ａ殺害の３日後に乙がＡの現金１０万円を取得した行為につい

て、どのような犯罪が成立するかである。この乙の行為のように、殺害後に被害者の財

物を領得する意思が生じ、これを領得する行為については、「死者の占有」という表題の

もとで、窃盗罪（２３５条）と占有離脱物横領罪（２５４条）のいずれが成立するかが

論じられている。すなわち、死体から財物を領得する行為について占有の侵害を肯定で

きるかが問題であり、これを肯定すれば窃盗罪、否定すれば占有離脱物横領罪が成立す

ることになる（なお、かつては強盗罪の成立を認める見解もあったが、現在では支持さ

れていない）。 
  この論点につき、通説は、被害者の死亡後には占有は認められないとして、占有離脱

物横領罪の成立を認めているが、判例は、被害者を野外で殺害した直後に殺人犯人が殺

害現場で同人の財物を取得した事案について、殺人犯人との関係では「被害者が生前有

していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にか

なう」として、被害者の生前の占有の侵害を理由に窃盗罪の成立を肯定している（最判

昭和４１・４・８刑集２０巻４号２０７頁、百選Ⅱ〔７版〕２９事件）。この判例に従う

ならば、乙がＡの現金１０万円を取得した時点においてＡの生前の占有が保護に値する

ものであったかを検討すべきことになるが、検討の際には、判例と本問の事案の違い、

すなわち、殺害場所の違い（野外か自動車内か）や、殺害行為と財物取得行為との時間

的近接性の有無を踏まえることが求められる。ここで参考になるのが、東京高判平成２

５年６月６日判決（高等裁判所刑事裁判速報集平成２５年６９頁、ＬＬＩ/ＤＢＬ０６８

２０８７２）であり、そこでは、本問と類似の事案について、「被害者を殺害したのは被

告人自身であり、その後、被告人は、死亡した被害者を乗せたまま同車両を発進走行さ

せ、前記駐車場に同車両を駐車した後、同車両から離れたことはあったものの、同車両
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を自己の支配下に置き続けた。しかも、本件現金は、被害者の死亡から被告人がこれを

取得するまでの間、同車両の移動や時間の経過によっても、被害者による生前の管理状

態が何ら変わることなく保たれていたものである。」「以上のような事実関係に照らすと、

被告人が本件現金を取得した当時、被害者死亡から約３日経過していたとしても、被害

者が生前有していた本件現金に対する占有はなお継続して保護するのが相当である。そ

うすると、被告人自身、上記のような事情を十分知った上で本件現金を取得したもので

あることをも考慮すれば、被害者からその財物の占有を離脱させた自らの行為を利用し

て同財物を取得した一連の被告人の行為は、これを全体として考察して、他人の財物に

対する占有を侵害したものと解されるから、本件については、窃盗罪が成立するという

べきである」と述べられている。 
  いずれの立場に従うにせよ、問題の所在を示し、自己の立場を理由付けとともに明ら

かにした上で、本問に的確に当てはめて、矛盾のない結論を導くことが求められる。 
  最後に、罪数関係を明らかにすることも求められる。 
２ 甲の罪責 
  甲については、乙の上記各行為についての共犯関係を明らかにする必要がある。その

際には、いかなる共犯形式に当たるか（共同正犯か教唆犯か）、いかなる犯罪について共

犯関係が成立するかについて言及することが求められる。また、罪数関係についても簡

潔に述べることが望まれる。 
 
【講 評】 
 多くの答案が主要論点である死者の占有について論述していたが、判例・学説を正確に

理解していないと思われるものが少なからずあった。 
共犯関係が問われる問題については、特段の事情がない限り、実行行為を行った者の罪

責を確定し、その後に、実行行為者の罪責を踏まえながら、実行行為者以外の者の罪責を

確定することになるが、答案の中には、甲の罪責から書き始めたものがあった。 
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